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(１) 美幌町次世代育成支援推進協議会について

(２) 美幌町次世代育成支援行動計画（後期計画）の実施状況について

(３) 美幌町子ども・子育て支援事業計画について

(４) ニーズ調査について

(５) 今後のスケジュールについて（予定）

(６) その他
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－
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会議資料の名称

第１回美幌町次世代育成支援推進協議会議案

書類番号１ 美幌町次世代育成支援推進協議会委員名簿

書類番号２ 美幌町附属機関に関する条例

書類番号３ 美幌町審議会等の会議の公開に関する条例等

書類番号４ 美幌町次世代育成支援行動計画

書類番号５ 美幌町次世代育成支援行動計画（平成22～26年度後期計画）

書類番号６ 後期計画の実施状況

書類番号７ ニーズ調査（未就学児用）

書類番号８ ニーズ調査（小学生用）

書類番号９ 子ども・子育て関連３法について（国からの資料抜粋）

書類番号10 基本指針の概要（案）（国からの資料抜粋）

会議録の作成方針

■録音テープを使用した全部記録

□録音テープを使用した要点記録

□要点記録

その他の必要事項



内容の要旨

１ 美幌町次世代育成支援推進協議会について

美幌町次世代育成支援推進協議会について附属機関として設置され任期は２年間となりま

す。協議会の所掌事項として美幌町次世代育成行動計画の策定に関すること、美幌町次世代

育成行動計画に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること、次世代育成支援対策の

推進に関し必要な措置の協議に関すること、その他町長が特別に必要と認めることとなりま

す。

２ 美幌町次世代育成支援行動計画（後期計画）の実施状況について

平成２２年３月に策定した美幌町次世代育成支援行動計画の平成２１年度から平成２４年

度までの実績と平成２５年度の予定をまとめてあります。

３ 美幌町子ども・子育て支援事業計画について

子ども・子育て支援法第６１条に基づき、５年を一期とする「市町村子ども・子育て支援

事業計画」を定めることとされています。この計画は幼児期の学校教育・保育・地域の子育

て支援についての需給計画とされ、量の見込み、確保の内容、実施時期等を記載します。

４ ニーズ調査について

子ども・子育て支援事業計画策定の基礎となる幼児期の学校教育、保育、地域子育て支援

の量の見込みを把握するため子どもの保護者を対象にニーズ調査を行います。調査内容は国

から示されたひな形を参考に作成しております。調査対象は、国からは０～５歳児を対象に

抽出調査となっていますが、本町は未就学児の保護者約７００人全員を対象とし、更に小学

４年生以降の学童保育の利用希望等を確認するため学童保育を利用している児童の保護者約

１３５人も対象としています。

５ 今後のスケジュールについて

道から１２月末までにニーズ調査の単純集計を報告してもらう予定と来ているため、ニー

ズ調査を今月下旬に発送し１１月１５日回収期限、１２月末までに集計する予定。集計が出

来ましたら協議会を必要に応じて開催します。また、来年３月までに量の見込みを道に報告

し９月までに計画（案）を策定する予定です。

６ その他

  特になし。



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

事務局

事務局

土谷町長

只今より第１回美幌町次世代育成支援推進協議会を開催いたします。

委嘱状の交付を行います。

委員の委嘱（委嘱状交付）

今日欠席の報告がありました方は、美幌町ＰＴＡ連合会推薦の武田英

一様、それから美幌町ハート支援ネットワークの会から推薦の成田光幸

様が欠席されておりますのでご報告させていただきます。続きまして、

土谷町長より御挨拶を申し上げます。

あらためましてお晩でございました。本日は大変お忙しい中お仕事

等でお疲れのところ第１回美幌町次世代育成支援推進協議会にご出席

を賜りました、感謝を申し上げたいと思います。議題に入る前に委員

の委嘱状を交付させて頂きました。任期が２年ということになってお

ります。どうか２年間よろしくお願いを致したいと思います。この次

世代育成支援につきましては、平成１５年に法律が出来まして、それ

に基づきまして計画を作り、そして総合的な推進を図ってきたという

ことであります。１６年の計画をスタートさせた時には、全道に先駆

けてこの計画を作ったということで、多くの町民の皆さんの参画をい

ただいて計画を作っていただきました。そして１１年間に渡りこの計

画を推進してきたわけでありますけども、当初１６年から１１年間と

いうことでありまして、丁度見直しの時期が来てるということで新た

な計画が２７年度からスタートさせるいうことで２年間に渡ってこの

計画作りに参画していただくという大きな皆さんの任務になると思い

ます。大変な作業かと思いますけども、何とかよろしくお願いしたい

と、そのように思っております。この計画自体は国の法律に基づくと

いうことですけども、それぞれの市町村、それぞれの地域で子育てを

どういうふうに総合的にかつ計画的に進めていくかという重大な計画

であります。もちろん総合計画に基づく計画でもありますので、ぜひ

とも慎重なるご審議、活発なるご意見を賜りたいなとそのように思っ

ております。最近少子化と言われて久しいわけでありますけども、日

本で昭和４１年の丙午の時に合計特殊出生率１．５８という前後の時

期と比べると下がった時期がありますけども、平成元年には１．５７

ということで１．５７ショックというのがありまして、その後中々回

復しないという状況であります。政府もそして地方も力を合わせて

様々な子育ての取り組みをしてきたわけでありますけども、まだまだ

我々の地域においても、この美幌町においてもまだまだしなければい

けないことが沢山あるのでないかなとそんな風に思っております。そ

のお話しするとこれがどうなのかというまた論議があると思いますけ

ども、美幌の平成２４年でいうと１．７１と合計特殊出生率が１．７

１というこでありまして、全国の１．４１と比べるとまだ高いと言わ

れているんですけども、劇的に上がるという施策がなかなか、これを

うったら例えば子育てがうまくいくとかなかなか難しいと思います。

そういった意味で繰り返しになりますけども、総合的に計画的にいろ

んな取り組みをこの美幌町の町の総力を挙げてやらなければなかなか



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

事務局

沖田委員

早田委員

井上委員

畑委員

戸井田委員

三山委員

茗作委員

國澤委員

黒木委員

斉藤委員

藤田委員

江本委員

贄田委員

横山委員

黒澤委員

難しいということでありますので、どうかご協力の程よろしくお願い

をいたしたいと、そのように思います。この会議は日中開くというわ

けにもいかないので、大変お仕事等でお疲れだと思いますけども、２

ヵ年に渡りご協力をよろしくお願い申しあげまして第１回目の協議会

に当ってのご挨拶に代えたいと思います。本日はありがとうございま

す。よろしくお願いを致したいと思います。

続きまして委員紹介をしていただきます。各委員から自己紹介をお

願いしたいということで書類番号１の名簿の順からよろしくお願いい

たします。

主任児童委員の沖田です。よろしくお願いします。

  皆さんこんばんは。２番の同じく主任児童委員の早田です。よろしく

お願いします。

  皆さんこんばんは。同じく主任児童委員の井上でございます。

  お晩でございます。女性部から来ました畑でございます。よろしくお

願いします。

  社会福祉協議会の戸井田准一と申します。よろしくお願いいたします。

  こんばんは。青少年育成協議会の会長をしております三山秀市と申し

ます。よろしくお願いいたします。

  美幌町小中学校校長会を代表して美幌中学校校長 茗作政幸です。ど

うぞよろしくお願いします。

美幌大谷幼稚園の國澤智子です。どうぞよろしくお願い致します。

美幌藤幼稚園の黒木明子です。よろしくお願いします。

へき地三地区合同父母の会 斉藤三江です。よろしくお願いします。

美幌保育園父母の会から来ました藤田一弥です。よろしくお願いしま

す。

美幌町手をつなぐ育成会からまいりました江本恵です。よろしくお願

いします。

ＮＰＯ法人ひまわり保育園で仕事をしている贄田です。よろしくお願

いします。

こんばんは。美幌商工会議所から来ました横山です。よろしくお願い

致します。

こんばんは。一般公募で応募させていただきました黒澤と申します。

よろしくお願い致します。



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

横田委員

熊谷委員

事務局（武田主幹）

事務局（藤原部長）

事務局（武田主幹）

事務局（林主査）

事務局（武田主幹）

事務局（楠原主査）

事務局（武田主幹）

土谷町長

事務局

戸井田委員

事務局

委員一同

こんばんは。横田亜朱巳と申します。このような場に出るの初めてな

ので皆さんにご迷惑を掛けることや見当違いの事を言う事もあるかも知

れませんが、どうぞよろしくお願いします。

一般公募から参加させていただきます熊谷智子です。どうぞよろしく

お願いします。

それでは事務局の方を紹介させていただきます。私の隣が民生部長の

藤原でございます。

藤原でございます。皆様のご協力に感謝いたします。どうぞよろしく

お願いいたします。

町長を挟んで隣が林業務主査です。

林といいます。児童支援グループで主に保育園の管理を担当しており

ます。どうぞよろしくお願い致します。

その隣、保育指導主査の楠原主査です。

児童支援グループ保育指導主査 主に季節へき地と学童保育を担当し

ています。よろしくお願い致します。

私は児童支援主幹の武田と言います。よろしくお願い致します。

それでは所用で町長は退席させていただきます。

すいません。申し訳ございません。ちょっと挨拶で漏らしました。実

は１６年の時に私民生部長をやっててですね、大変思いのこもった計画

を作っていただいたなと思ってますので、また立場違いますけどどうか

よろしくお願いを致したいと思います。本日は誠にありがとうございま

した。それではこれで退席させていただきます。よろしくお願いします。

会議次第によって進めさせていただきます。続きまして５番目、会長

及び副会長の選任に入りたいと思います。資料の書類番号２をお出しく

ださい。この協議会は美幌町附属機関となります。この資料の９ページ

をお開きいただきたいと思います。９ページをお開きいただきましたら

右側の方に２つ目に協議会名が書かれています。美幌町次世代育成支援

協議会と書いてありますが、この協議会が今回の附属会議として皆さん

に出席いただいてる協議会であります。会長及び副会長については委員

の互選にて選任します。この美幌町附属機関に関する条例の第７条、会

長の設置、役割などが書かれております。それではどのように選任しま

しょうかということになりますが、皆さん方から何かありましたら発言

の方よろしくお願いします。

選挙の方法、指名推薦、だいたいそれ位ですか。

事務局案はありますか。

はい、よろしいでしょうか。特に指名推薦がなければ事務局案として

お出ししてよろしいでしょうか。

はい。



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

事務局

委員一同

事務局

委員一同

早田会長

事務局

委員一同

事務局

早田会長

事務局

それでは、会長にはですね、主任児童委員でございます早田眞二さん

にお願いしたいと思います。どうでしょうか。

異議なし。

よろしいでしょうか。そして副会長の方でありますが、皆さんの方か

ら何かありますか。特になければ会長の早田さんのご指名を持って選任

させていただいてよろしいでしょうか。

はい。

副会長にですね、主任児童委員の井上裕子さんを推薦させていただき

たいと思います。よろしくお願い申し上げます。

会長からの指名がありましたけども主任児童委員である井上裕子さん

でよろしいでしょうか。

はい。

では、会長には早田眞二様、副会長には井上裕子様という事で決定い

たしました。

これからの進行は議長である会長にお願いします。

６番目の議題に入る前に書類番号３を出していただきたいと思いま

す。美幌町審議会等の公開に関する条例というのをお付けいたしました。

この協議会はこの条例の第３条により公開となります。会議の傍聴が出

来ます。詳しいことは２枚目の隣、条例施行規則の第３条に会議の傍聴

等という規定がありますが、これにより公開とされるとあります。先に

皆さんにご理解いただきたいと思います。

それでは６番目の議題に入らせていただきます。議長の進行でお願い

いたします。

それではすいません。２年間、肩の凝らない会議を進めて参りたいと

思います。皆さん、是非ご協力の程よろしくお願い致します。それでは

早速６番目の議題に移ります。

（１）美幌町次世代育成支援推進協議会についてということで事務局

の方からご説明をよろしくお願いいたします。

最初にお話ししておけば良かったのですが、この会議は今日は１回目

ということで皆さんの顔合わせを含め１時間程度で終わらせたいと思っ

ておりますのでよろしくお願い致します。

早速議題の１番目、美幌町次世代育成支援推進協議会についてという

ことであります。最初に書いてありますが協議会の設置という事で美幌

町次世代育成支援行動計画策定等に係る附属機関として設置されるとい

うことで任期は２年となります。子ども・子育て支援法第７７条第１項

では、審議会その他の合議制の機関の設置に努めるものと規定されてい

ることから、協議会を設置するということであります。協議会の所掌事

項ということで、１番から４番までありますが１番目、美幌町次世代育



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

早田会長

事務局

成行動計画の策定に関すること、２番目、美幌町次世代育成行動計画に

関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること、３番目、次世代育

成支援対策の推進に関し必要な措置の協議に関すること、４番目、その

他町長が特別に必要と認めること、ということで、①子ども・子育て支

援法第７７条第１項に規定する審議会その他の合議制の機関の権限に属

された事項として、３つございます。１つ目、特定教育・保育施設、特

定地域型保育事業の利用定員の設定、２番目、市町村子ども・子育て支

援事業計画の策定等、３つ目、子ども・子育て支援に関する施策の総合

的かつ計画的な推進ということで、この３つについて皆さんの所掌事項

として今回進めさせていただくことになります。下の方については子ど

も・子育て支援法第７７条の抜粋を記載させていただきました。なお報

酬につきましては条例に基づきまして会議を出席された方について５，

６００円をお支払いすることになっておりますので、よろしくお願いを

いたします。以上、１番目の説明を終わります。

はい、ありがとうございました。今の１番目のご説明をいただきまし

た。これに関しまして初めての方もいらっしゃいます、何か分からない

点、ご質問したい点がございましたら挙手の上ご発言をお願いしたいと

思います。

よろしいでしょうか。今の時点でなくても途中でふと何か聞きたくな

ったことがあれば手を上げて質問をいただきたいと思います。またご意

見もたくさんいただきたいと思います。それでは２番にいきます。美幌

町次世代育成支援行動計画（後期計画）の実施状況についてということ

で、よろしくお願い致します。

はい、レジメの２番目ですね。美幌町次世代育成支援行動計画（後期

計画）の実施状況についてということであります。私が説明する内容は

基本的にこれに全て書いてありますので、読み上げてるだけなんですけ

ども、聞き漏らしたりとか、またそういうことが無くても出席されない

方にもこういうふうに分かるように記載させていただきましたのでよろ

しくお願い致します。

平成２２年３月に策定した、書類番号の５番をお出しいただきたいと

思います。書類番号の５、こちらの方が美幌町次世代育成支援行動計画

の平成２２年～２６年度までの後期計画が書類番号の５になります。そ

れの平成２１年度から平成２４年度までの実績及び平成２５年度の予定

を書類番号６、後期計画の実施状況というのがございますが、こちらが

まとめました取組です。なおこの計画は少子化の流れを変えるために集

中的・計画的な取り組みを促進することを目的として１０年間の時限立

法である次世代育成支援対策推進法によって、地方公共団体に策定が義

務付けられた計画となっています。本町では平成１６年３月に、先ほど

の書類番号６ですね、４ですね、平成１５年度美幌町次世代育成支援行

動計画とありますけども、これを平成１６年３月に１１年間計画を策定

させていただきました。平成２１年度においてこの計画の見直しを行い、

先ほどの書類番号５のこの後期計画があるということです。それで後期

計画の中の各事業があります。各事業が書類番号６のこの中に基本的に

事業名が全て入って進捗状況を記載させていただきました。全部で百何

項目、ちょっと説明の方は省略させていただきますけども内容はこうい

う内容になっております。それで一部訂正をお願いをいたします。実施

状況の、書類番号６の実施状況の７ページ、下から３つ目の季節保育所
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の運営というのがございます。見つけましたか。ここで右の方にいきま

すと、定員２００って書いてあると思いますが、これ全部の年度が２０

０ってなってますけども、実際はですね１５０、現在中央保育所と美園

保育所が季節保育所になりますけども、それぞれ定員は１００名と５０

名の１５０名ということで、５箇所、定員２００のところ全部１５０に

訂正の方をお願いいたします。

以上、簡単ですけども２番目の説明はこれで終わります。

ありがとうございました。この封書を開けた時にすごい膨大な資料と

ですね、ちょっと面をくらったのですが、幾分、目を通して来ていただ

いてると思います。またこちらの２番の方も何か質問があればよろしく

お願いします。基本的にですね、会議にうつりまして大事な事はですね、

皆さんがお持ちになっている諸問題をですね、出来るだけ具体的にこち

らの方に発表していただけることがですね、子ども達に優しい、また子

どもの育てるのに優しい地域に繋がっていくと思いますので、是非よろ

しくお願いしたいと思います。それでは３番いってよろしいでしょうか。

はい。

いかせていただきます。（３）番、美幌町子ども・子育て支援事業計画

についてということでお願いいたします。

それでは、本丸と言いますか、皆さんがお集まりいただいた節目と言

いますか、ご意見を頂きたい部分に入ってまいります。子ども・子育て

支援法第６１条に基づき、市町村は国の示す基本方針に則して、５年を

一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確

保など法律に基づく業務の円滑な実施に関する市町村子ども・子育て支

援事業計画を定めることとされています。この計画は、２７年度からの

５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援

についての需給計画とされてます。基本的記載事項として市町村が定め

る区域ごとに量の見込み、確保の内容、実施時期を記載をさせていただ

きます。併せて任意的記載事項として、北海道が行う専門的な知識・技

能を要する社会的養護等に係る支援との連携やワーク・ライフ・バラン

スに係る施策との連携等についても記載することとされております。な

お、事業計画策定にあたっては、住民の子ども・子育てに係るニーズを

把握することが求められているということであります。その下の方は子

ども・子育て支援法第６１条の抜粋をさせていただいております。

書類番号の１０、カラー刷りのやつですが、国において作成された資

料の一部を抜粋させていただきまして皆さんにお渡ししました。これは

基本指針の概要（案）ということで、実際にはですね、基本指針という

のは、相当なページ５，６０ページ位あるんでしょうかね。言葉で全部

ずら～と並んでますけど、こちらは次回の会議の時にお示ししたいと思

います。まだ国の方も案になっております。この案が取れるのは国の予

定では１２月に告示をされて確定するって聞いておりますけども、今の

段階では案という形になっております。それで、１枚開いていただきま

すと、１ページ市町村子ども・子育て支援事業計画のイメージっていう

のがあると思います。市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年間の

計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について
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の需給計画ということで、新制度実施主体として全市町村で作成すると

いうことであります。そして、子ども・子育て家庭の状況及び需要につ

いては、４つの項目がありまして、満３歳以上の子どもを持つ保育を利

用せず家庭で子育てを行う家庭、満３歳以上の子どもを持つ保育を利用

する家庭、満３歳未満の子どもを持つ保育を利用する家庭、そして満３

歳未満の子供を持つ保育を利用せず家庭で子育てを行う家庭、この４項

目に分けて、需要の調査・把握、現在の利用状況利用希望を聞いて、そ

の下の市町村子ども・子育て支援事業計画５カ年計画になりますけども

これを立てるということになります。幼児期の学校教育・保育・地域の

子育て支援について、量の見込み、現在の利用状況＋利用希望、確保方

策、確保の内容実施時期を記載して、その記載した内容によって計画的

な整備を図るということで、大きく子どものための教育・保育給付、地

域子ども・子育て支援事業という２つの大きなくくりの中で整備をして

いくというイメージになります。それから２ページの方は、イメージの

②になりますけども、記載内容のことが書かれてあります。市町村子ど

も・子育て支援事業計画記載事項ということで、必須記載事項が区域の

設定から確保の内容まで４項目、任意記載事項については３項目という

ことであります。国の方ではですね、まだ案という形でいるものですか

ら、具体的な説明会等がまだ１度も開かれておりません。私たちの方も

説明会がないので細かい部分までよくわからない状況です。実際、後ほ

どお話しするかも知れませんけども、国の子供・子育て会議というのが

あります。これ市町村会議の子ども・子育て会議みたいなものなんです

けども、国の方でも開かれておりまして同時進行して動いてる状況です。

国の方でも決まっていない条項がたくさんございます。先ほど言ったと

おりこのイメージについても、まだよく分からない部分がありますけど

も、大まかなイメージとして皆さん覚えていただければいいかなという

ことで、次回以降もっと詳しい内容又は分かりやすいもの、そういうも

のができれば皆さんにお示ししたいと思いますが、取りあえず今の段階

としてこういう形で見ていただければいいかなと思っておりますのでよ

ろしくお願いをいたします。

はい、ありがとうございました。国の方でもまだ未確定な部分が多々

ありますので、これはイメージということでご理解いただきたいと思い

ます。ただ、１２月以降詳しく方向性が決まれば、また皆さんにお知ら

せしていきたいと思っております。では質問を、若作さん。

子育て支援事業計画の子どもの発達段階というのか生まれてから小学

校の３年生まで、まあ学童保育がありますから、その年齢の期間という

ことで押さえておいてよろしいですか。

基本的に国の方はですね、０～５歳児の保育の中で計画しています。

国の方は。

はい

美幌町としては。

子育て支援事業計画は０～５歳児の計画なんです。ただ、美幌町とし
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ての基本的にそういった考えとして今考えてますけども、学童保育が今

３年生までなんですけども、６年生にまで拡大するということの予定に

なっておりますので、そちらの方のニーズ調査はするつもりでいます。

基本的には０～５歳児、ただ全国でそういう形でね、国が考えてます

けども、全市町村そのようにやるかったらそうでもない。あの小学生又

は中学生のところまで広げてるところもあります。ただ計画自体はまだ

どこも作ってないので、どういうふうにするかまではちょっとまだ確認

も取れないものですから、まだ今のところは分からないけど美幌町はこ

ういうことかなと考えております。

前の計画で、例えば資料の５を見ていただきたいんですけども、例え

ば３０ページ見ていただければ前回の調査でもこういうニーズ調査して

おりますので、例えば３０ページ、放課後児童クラブ利用だとか、こう

いうことはたぶん出てくることになっております。前回もそういうこと

しておりますので前回やった時にもこういう形になってますので、です

から同じような形でまたニーズ、どういうニーズが変わってくるか、そ

ういったことも皆さんからのご意見を聞きながら決めていくような形に

なろうかと思ってます。

はい、ではよろしいでしょうか。またご意見お願いいたします。他、

ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは今何番に

なりましたっけ。４番のニーズ調査についてということでお願いします。

はい、０～５歳ということですけども、就学前の子どもというふうに

考えてもらえればいいと思います。それでは、４番目のニーズ調査の方

に入りたいと思います。先ほど３番目の支援事業計画の最後の方でも事

業計画の策定に当たっては住民の子ども・子育てに係るニーズの把握す

ることが求められていますということでした。それの内容について、４

番目のニーズ調査ということでお話しさせていただきます。趣旨につい

ては、美幌町子ども・子育て支援事業計画策定の基礎となる「幼児期の

学校教育」「保育」「地域子育て支援」の「量の見込み」設定に必要な「今

後の利用希望」を把握するため、子どもの保護者を対象としてニーズ調

査を実施するということであります。２番目の調査内容につきましては、

国から示された「基本指針（案）」において「利用希望などの把握」に関

して、調査の実施の考え方や調査票のひな形が提示されました。本町は

これらを別添の調査票のとおり実施しますということで、書類番号の７

を見ていただきたいと思います。７番目、子ども・子育て支援に関する

ニーズ調査へご協力くださいということで（未就学児用）というもので

あります。これが一つです。それからもう一つ、書類番号８、子ども・

子育て支援に関するニーズ調査にご協力ください（小学生用）いうこと

で、２種類のニーズ調査票を案として協議させていただきました。それ

で、先ほど私言ったとおり就学時前の部分がこれが国から示されたもの

です。当然全国で使える部分でありますので一部美幌町の名前を入れた

りとか事業があった形で多少変更、小学校の名前とかそれ以外は基本的

に国の示された内容で書かれております。それから９月にですね、道か

ら、北海道の方から未就学児用の最終ページの方にありますけども、広

域利用に関するアンケート調査票というものがあります。最後のページ

にあります。この調査が追加してと依頼ありました。美幌町でやるのに

こちらも一緒にやってくださいねと依頼があったので、この関係上時間

を要しまして、この時期になってしまいましたけども、ちょっとあの調
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査期間が後ほどお話ししますけどもちょっとタイトな状況となっており

ます。大変申し訳なく思います。先ほど言ったとおり未就学児用は国か

ら示されたひな形を元に採用させていただいてますが小学生用につきま

しては、未就学児用の小学生部分、関係する部分と学童、先ほど言った

学童の利用者に対するニーズ調査を、ちょっと厚さ違いますけどもこち

らの部分で。これがうちで作ったものです。圧縮して作ったものだと考

えていただければなと思います。調査方法については、調査対象ですね、

国は抽出調査を基本としながらも、本町は対象者全員にアンケートを渡

したいということであります。就学前児童の保護者は約７００名、それ

から就学後の児童の保護者、こちらの方は先ほど言った現学童保育利用

者に対しての保護者、約１３５名いらっしゃいますけども、こちらの方

にアンケートをお送りしたいなというふうに思っております。抽出方法

につきましては、住民基本台帳による０～５歳児（４月１日現在）の保

護者及び学童保育利用者の保護者に今回調査をさせていただきたいなと

思っております。調査手法につきましては、国からは郵送による配布及

び回収を原則としているというふうに来ております。うちの方も本当な

らそれぞれの機関にお願いしたいということなんですが、ちょっと個人

情報のこともある、又は実施時期がちょっとタイトな実施期間しか取れ

ないということもございますので、学童保育又はうちの美幌・東陽保育

園に通っている保護者の方の協力を得れるところは直接配布して回収で

きればなと考えておりますが、それ以外は郵送による配布をして回収を

考えております。最後、調査時期につきましては、今日皆さんにご意見

をいただいてまとめたものを１０月下旬に印刷をかけまして１１月１５

日を提出期限として調査したいなと考えております。後ほど、スケジュ

ールについてもお話ししますけども、ちょっとこの時期でどうしてもや

らなければいけないのはですね、どうしても集計に時間が掛かります。

道の方から、実は国の方なんですけども、国の方で単純集計の報告を都

道府県に求められることがあるようなので、それが１２月末頃ではない

かということなので、どうしてもこの時期にやらないと間に合わないと

いうことでご理解をいただきたいなというのが１点目、そして、こちら

の方も町の予算が付かなかったために自前で集計をすることになる、非

常に大変な事態となっておりますので、その辺のこともあるということ

であります。以上、説明を終わらせていただきます。

はい、それじゃ今日のうちにアンケート良いか悪いかを決めるんです

か。

皆さん、どこまでお読みになってきたか分からないですけども、今日

皆さん特になければ、又はちょっとまだ見たい方がいらっしゃるかも知

れませんので、できれば今日２２日なので明後日位まで、２４日位まで

にいただけたらなと思います。

はい、ありがとうございます。１０月の下旬で発行するということで

す。今、時間の猶予がございますので、帰っていただいてお時間があっ

て目を通して何かふと聞くことがあればですね、直接武田さんの方にご

連絡いただきたいと思ってます。一つ質問ですけど、未就学児のお母さ

んと小学校に入ってるお母さんで同一の方もいらっしゃいますよね。こ

れの記入の仕方は関連性が若干あるということで、中よく見てないんで

すけどもよろしいでしょうか。
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基本的にはそれぞれ送る形になります。下の子が学校に入ってなくて、

上の子が学童に行っている保護者の方には申し訳ないですけど２つ送る

ような形でそれぞれ様式は違います、申し訳ない。かぶってるとこはあ

るかも知れない、多少あるかも知れませんけども申し訳ない。そうしな

いとですね、判断つかなくなっちゃうんですよね。

また、利用できる機関に関しましては利用させていただいて、なるべ

く高い回収率でっていうことでよろしいですね。

出来る限り考えたいということで、もしかしたら直接になるかも知れ

ない、印刷の都合上ですね。

はい、分かりました。こちらに関しましてニーズ調査ということでご

ざいます。その数値を元にですね、会議を進めてまいりますので大事な

部分かとも思います。これに関しまして、何かご質問、ご意見無ければ

ですね、先ほど言いましたようにしつこいようですが２４日まで時間の

猶予がございますので、一読、目を通していただきたいと思います。ご

意見がなければ次進みたいと思いますがよろしいでしょうか。

すいません。

はい、どうぞ。

前回のこれぱっと見せていただいてかなり、私こういうの記入したこ

とあるんですけど、かなり書くのに大変だなと思ったんです。こんだけ

大変だと止めたという人もいるのかと思ったんですけども回収率とかは

これを見る限り高く無かったのではないかと思うんですけど。

前回のちょっとページ数までは覚えてませんけど、回収率は七十何パ

ーセント。前回は時間があったので各施設にお願いをしたという経緯が

あったんですよ。

今度は真勝負ということでかなり厳しいかなっというお考えというこ

とですか。

半分程度は帰ってくればいいかなと。

ただですね、回収率は抽出と、抽出っていう方法は国はとっていいと

言ってますんで、ですから統計的にはある程度データがくれば統計的に

は取れます。

それは何割位な感じですか。

抽出ですから２０％とか３０％でも出来ます。ただ、それぞれのご意

見の欄を設けていますので、こういう一番最後のご意見の欄だとかこう

いうところはちょっと取れないところは出てきます。ただ全体的な統計

数値は出ます。

分かりました。
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先ほど、国の子ども・子育て会議もこれを検討して何回も検討してこ

れを作っている。案として国が作ったんですけど、この時もこれを見て

市町村の意見の集約に同じような内容なんですけど、全部答えられない

書くまでに途中で諦めてしまう、そういった意見を国は聞いた上でこれ

を作ったと言うんですよ、新たに。

  もっとインターネットの方が簡単ですよね、インターネット。イエス

かノーかでそれやりますからね。

  おびただしいお母さん方が書く方が多いと思いますよね。そういった

意見を国は吸い上げた上でまたこれを作った。私たちも見てこれひどい

なと思いましたけどね。美幌町だけがこの項目を抜くとかといったこと

は基本的に国から結果を求められたときに何でやんなかったのと言われ

ると非常に困るんで、基本的には言い方悪いですけど右倣えになってし

まいましたけど、基本的には先ほど言ったとおり国の子ども・子育て会

議の中でも相当検討されて出来た案になってるということであります。

  これは特に美幌町としてはこの情報は欲しいよなとかいうのはあるん

ですか。やっぱり全部平均的にほしいかな。

  そうですね、基本的に国が求めている質問内容は基本的に同じだと思

いますけどね、美幌町としたらこれだけと基本的に全て欲しいんですけ

ども、はい。

  資料５のこれが前回のあれですけども、これもだいたい同じような集

計になっております。したらこれがどういうふうに変化していくか、そ

れから新たなものが出るか、そういう形になろうかと思います。

  分かりました。

  黒澤さん、どうもご意見ありがとうございました。また今後ともよろ

しくお願いします。他、ご質問、ご意見ございますでしょうか。どちら

にしましてもタイトな時間スケジュールですのでね、なるべく回収率が

よくなるようなご努力を事務局でしていただければなと思います。よろ

しければ次、移りますがよろしいですか。それでは（５）番、今後のス

ケジュールについて（予定）ということでお願いします。

  最後になりましたけども、大まかな予定表となっております。下の方

に書いております。今後、国、北海道の動向で変更がありますというこ

とで、非常につかみづらいといいましょうか、どのように進んでいくの

かよく分からないという部分沢山あります。今分かっている範囲で予定

として聞いていただければなと思います。先ほどお示しをさせていただ

きましたニーズ調査票を今月の下旬に印刷をし発送させていただきま

す。そして、中旬１５日ですけども回収、順次集計とさせていただきま

す。そして、先ほどちょっとお話ししましたけども、国の方は都道府県

に対して調査票の単純集計の結果を求めるみたいなことが書かれており

ますので１２月末を目処に報告をしなきゃいけないのかなということ

と、それからこの協議会の開催も併せて皆さんに報告することが出来、

そして先ほど言ったいろんな情報を提供していきたいなというふうに思

っていますので１２月以降、２５年度は３回程度、この会議を入れて３

回程度、そして２６年度は５回程度を考えております。同じように庁内、
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早田会長

事務局

役場の中の検討組織もございます。昨日行われていますけど、こちらの

会も随時開催をして庁内の中でも検討させていただきたいなというふう

に考えてます。来年の３月末、計画に定める量の見込みを北海道に報告

するという予定になっております。そしてこの子ども・子育て支援事業

計画の素案につきましては、９月末を目処に策定をしたいなということ

であります。その粗々の素案が出来あがった後、１０月以降に議会へ説

明、パブリックコメント、それから北海道と協議がありますのでそちら

の方に入っていきたいというふうに考えております。この事業計画の決

定につきましては２７年の２月頃を予定しております。これが先ほど言

ったとおり国、北海道の動向で変更する場合はございます。それから皆

さんご承知のとおりこの計画又は新しい支援制度というのは消費増税の

１０％が確定したという見込みで動いている内容です。その内容、１０％

に増税がされない場合、この計画は延期になるか無くなるかまだ分かり

ませんが変わってくるということで、国は増税される見込みだというこ

とで走ってます。それに市町村もついていってる状態です。

  新たな事業が出来ない可能性がある。ただ美幌町がそれをやると言え

ば出来る。その辺は消費税の財源、１兆円を充てると言ってる。今８％

に上がりましたけど、それは３，０００億円しか回らない。１０％にな

ると１兆円になる。

  あの１０％で７，０００億、新しい支援制度でまたこの事業計画、各

税金の予算は１兆円掛かると言われています。１０％に上げても７，０

００億しか財源の手当てがない中で後３，０００億どうするかという協

議ははっきりしてないという現状もあります。８％に上がって３，００

０億確保されるということなんですけども、残りの財源については未だ

はっきりしないということも現状であるということだけはご理解いただ

きたいと思います。

  ただ、いずれにしても美幌町が必要だと思うものはやらなければなら

ないということであります。

  はい、ありがとうございます。今後の予定ということで消費税まで出

てまいりました。ただ一つ言えることは美幌町に必要なもの、すなわち

ですね、美幌町の子どもたちが必要なものという事業に対してはですね、

皆さんから消費税関係なくご意見いただいて進めていきたいと思います

ので、そこのところはよろしくお願いをいたすところです。今の予定に

関しましてご質問、ご意見ちょっとまだアバウトなところも若干あるん

ですけど、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

  それでは今後のスケジュールに関しましては集計終了後、会議が開け

るようになりましたらまた皆さんの方にですね、早めに会議の招集とい

うことで行いたいと思いますのでよろしいですね。はい、それではあり

がとうございました。それでは議題の中の（６）番、その他、皆様、委

員さんの方から何かその他でご意見ある方いらっしゃいますでしょう

か。事務局の方、何かございますでしょうか。

  はい、沢山の資料で面食らった方も沢山いらっしゃると思いますけど

も、今日それを分かった上で話してはたぶん難しいと思うので、どちら

かというと別に今までの計画も完全に理解して利用するのも必要ですけ

ども今日から始まって理解しても十分間に合いますので、決して後ろ向

きにならなければという思いで。ただ私が一番気にしてるのは中々この

制度、新しい仕組みの制度が分からないというのが、そういった苦慮で



発 言 者 審議内容 (発言内容、審議経過、結論等)

早田会長

井上副会長

私も非常に説明が難しいといいましょうか、皆さんに理解してもらうの

がどう説明していいか分からないというのがあって非常に苦慮している

ところです。内閣府のＨＰ上に子ども・子育て関連のネットでいっぱい

資料的なもの出てます。それを皆さん見てるかどうか分かりませんが、

それを見ると莫大な資料が出てます。それを皆さんにお渡ししてもいい

ですけど、渡して、ただ面くらっちゃうと思うんですね。読み切れない

と思います。そしてその資料を全部とは言いませんけど半分位まだ未確

定です。今こうやって国は動いてますよという内容です。そんな中で皆

さんにいつ示すべきか非常に苦慮してます。未確定の部分を出して実は

後から変わりますとなっても、本当にいいのかということと、これはど

うしても早めに示した方がいいなというものは示していきたいなと思い

ますけども、そういった莫大な量をですね未確定が入ってくると皆さん

にお渡しして果たしていいのかなと、ちょっと私も非常に苦慮してると

ころです。それで資料一つですけど皆さんに説明していないのが一つあ

ります。９番目のですね、一番最後のページに配付資料１～１０まであ

ります。今回、そのうちの９番目、子ども・子育て関連３法について（国

からの資料の抜粋）書類番号９という、皆さんにお話ししてないんです

けども、先ほどお話ししたとおり国の今回の子ども・子育て支援法、去

年の８月に成立しましたけれども、この成立した後の前回の国の動きが

簡単に書かれています。国の子ども・子育て会議、先ほどちょっと話し

ましたけど国の子ども・子育て会議が子育てをめぐる現状と課題、認定

こども園法の改正、子ども・子育て支援法に基づく給付・事業内容など

この内容を、これ自体もっと分厚いんですよね、分厚いんですけどもま

だ未完成でですね、これはあまり皆さんに影響ないなというのは割愛し

て簡潔分だけ今回配布させていただきました。これが皆さん帰ってから

おいおい見ていただいて結構だと思います。この内容を今日決めるわけ

ではありませんので。もっと詳しい内容は、ちょっと来年になるかも知

れませんけど、またお示し出来るのではないかなと書類番号９番につい

ての資料についてはこういった形で見ていただければなと思います。以

上、私の方からはこれで終わります。

  はい、それでは長時間にわたってどうもありがとうございました。今

日は１番から５番まで、今後の会議のですね、進めていく中でのご説明

をいただきました。また会議を進めていく上でですね、何かご質問等々

あればですね、いつでも事務局の方に、私の方には聞かないでください。

それだけは守ってください。よろしくお願いします。それでは閉会に先

立ちまして今回副会長になっていただきました井上さんに一言ご挨拶い

ただいて締めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

  改めまして、ご苦労様でございます。今後２年間よろしくお願いいた

します。漠然として資料が膨大なのでたぶん不安に思ってる方もたくさ

んいらっしゃると思うんですけども、日頃美幌町に住んでいた中で、ま

た子育てをしている最中のお母様方も一般公募で参加していただいてい

るようなので、是非子育ての最中でこんなことがあったらいいのになだ

とか、こういうふうだったらいいのになって感じて子育てしている部分

ってあると思うので、そういったことを率直にこの場で意見を申してい

ただけたらありがたいなと思うのと、子育て終わってまたちょっと違う

視点から見ている方も沢山いらっしゃると思うので、そういう世代間を

超えて色んな話から是非、未来の子ども達のために充実した話し合いが
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この場で出来ることを切に願いまして、今日は少し短いかも知れません

けれども、これから集まる毎に少し皆さんのご意見をいただくので、時

間が長くなるかも知れませんけれども、是非会議のチャンスを逃さずに

意見を述べていただくように出席率を高めて是非ご意見をいただきたい

と思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。今日は本当にご苦

労さまでございました。


